
 

事業承継問題 

経営の 

トラブル発生！ 

秘密厳守 

各種登記 

について 

債権債務 

会社設立・ 

役員変更 

 

【相談日】 ： 毎月第４水曜日 午後１時～午後４時 お一人様３０分程度 
               【 平成２３年度 日程予定表 】 

 
 
 
 
 
 
【場 所】 ： 羽島商工会議所 
【相談員】 ： 岐阜県司法書士会所属 簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士 
【相談料】 ： 無 料   【秘密厳守】 
        但し、各種手続きが必要となり、相談員にその手続きを委任したことにより、 

費用が発生する場合は相談者の負担となりますのでご了承ください。 
【要予約】 ： 事前に下記までお電話にて予約時間と簡単な相談内容をお知らせください。  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問合せ・予約先 
〒501-6241 羽島市竹鼻町2635 

          羽島商工会議所 中小企業相談所   

       TEL : ０５８―３９２－９６６４      FAX : ０５８―３９２－６７０８ 
 
 
     ※お知らせいただいた個人情報は、本相談会に関する事務連絡以外には使用いたしません。 
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「取引先の倒産」、「有限会社から株式会社への変更」、「後継者へ事業を譲りたい」など、 

商工業者が抱える法律に関する悩み事やトラブルが、いつ降りかかってくるかもしれません。

そういったときにはぜひご活用ください。 

 


